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１. はじめに 

米国特許プラクティスにおいて、クレーム発明を means plus function形式で機能的に記載することが可能です。但

し、この”means”がカバーする範囲は、出願当初明細書の開示の範囲とその合理的な均等物に限定して解釈されます（35 

U.S.C. 112, 6th paragraph）*1。しかも、後述するように、上記の均等物は、クレーム発明の特許発行時点で入手可能

なものに限定されます。 

 

上記以外に、後述する 35 U.S.C. 112, 2nd paragraph の絡みで、米国特許プラクティスにおいては、means plus 

function形式のみでクレーム発明を機能的に記載することは推奨されていません。 

  

このような事情に鑑み、means plus function形式でクレーム発明を機能的に記載する際に留意すべき事項について以

下に説明します。 
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*1 コンビネーションで記載されたクレーム発明において、構成要件は、構成、材料、または行為を明記せず、特定の作用を果たすための手段また
は工程として表すことができるが、そのカバーする範囲は、明細書に記載された対応の構成、材料、若しくは行為、又はその合理的な均等物とさ

れます。 

米国の機能的クレームの記載に関する実務上の留意事項 


